
 

 

ここでその内容を改めて確

認しておきましょう。 

(1) 労働条件変更の際の明

示義務 

(2) 求人票等による募集時

の明示時効の追加 

① 使用期間に関する事

項 

② 労働者を雇用しよう

とする者の氏名又は名称 

③ 裁量労働制を採用す

る場合はその旨 

④ いわゆる固定残業代

を採用する場合の 

・固定残業代算定基礎で

ある労働時間数（固定残業時

間）および金額 

・固定残業代を除外した

基本給の額 

・固定残業時間を超える

時間外労働、休日労働

および深夜労働分に

ついての割増賃金を

追加で支払うこと 

 (3) 罰則等の強化（虚偽の

条件によりハローワーク

等で求人の申込みを行っ

た場合や、自社のホームペ

ージ等でも労働条件の明

示義務等に違反している

場合について、罰則・指導

監督の強化） 

労働条件変更等の明示義

務の具体例や求人票のサン

プルなどは、厚生労働省のリ

ーフレットが参考になりま

す。 

人手不足は落ち着いたと

ころも多いようですが、業種

によってはまだまだ猫の手

も借りたい場合も多いでし

ょうから、求人にまつわるト

ラブルは少しでも避けたい

ところですね。 

 

高齢者の労働災害が増加

しています！ 

改めて考えたい「高齢者が

働きやすい職場づくり」 
◆労災発生件数の４分の１

は高齢者 

定年延長や、人手不足を背

景として、働く高齢者が増え

ています。現在では、65歳以

上の労働者は、労働力人口の

12.8％を占めています。 

このような状況にあって、

働く高齢者の労働災害が問

題となってきました。厚生労

働省「労働災害発生状況」に

よれば、60 歳以上の労働者

は、労災全体の４分の１を占

めています。 

◆高齢者の労災を防ぐため

のカギは「転倒防止対策」 

60 歳以上の労働災害の中

でも目立つのは転倒事故で、

37.8％を占めます（全世代で

は転倒による労災事故は

25％程度）。転倒防止対策が、

高齢者の労働災害減少のカ

ギとなるといえます。 

転倒は、段差でつまずいた

り、バランスを崩してしまっ

たりすることにより起こりま

す。特に高齢者の場合、下肢

の筋肉の衰えが影響して、転

倒しやすくなるものと考えら

れています。また、年齢を重

ねるとともに、視力や握力、

バランス保持能力といった身

体機能は低下しますが、こう

した身体機能・認知機能の低

下に気がつかず、自分では「で

きる」と過信して無理な動作

をしてしまうことも、転倒の

原因となります。 

職場内の段差を極力なく

す、通路を整頓して通行しや

すくするといった対策を講じ

るとともに、実際の身体機能

と本人の認識のズレを正すた

めのチェックを受けてもらう

ことも効果的といえるでしょ

う。 

◆これからも増え続ける「働

く高齢者」のために 

働く高齢者がますます増え

ることが想定される中、高齢

者が安心して働くことのでき

る職場づくりが必要となりま

す。 

働く高齢者の労働災害を防

ぐため、安全確保に取り組む

中小企業を対象とした助成制

度も新設される見込みです。

この機会に、改めて、働く高

齢者のための環境整備につい

て考えてみませんか。 

 

 

います。 

その一つとして、ある金融

業の取組事例が以下のとお

り紹介されています。 

◆賃金不払残業の状況 

○割増賃金が月 10 時間まで

しか支払われないとの労

働者からの情報を基に、労

基署が立入調査を実施。 

○会社は、自己申告（労働者

による労働時間管理表へ

の手書き）により労働時間

を管理していたが、自己申

告の時間外労働の実績は

最大月 10 時間となってお

り、自己申告の記録とパソ

コンのログ記録や金庫の

開閉記録とのかい離が認

められたことから、賃金不

払残業の疑いが認められ

たため、労働時間の実態調

査を行うよう指導。 

◆企業が実施した解消策 

○会社は、パソコンのログ記

録や金庫の開閉記録など

を基に労働時間の実態調

査を行った上で、不払いと

なっていた割増賃金を支

払った。 

○賃金不払残業の解消のた

めに次の取組みを実施した。 

支店長会議において、経営

陣から各支店長に対し、

労働時間管理に関する

不適切な現状およびコ

ンプライアンスの重要

性を説明し、労働時間管

理の重要性について認

識を共有した。 

 厚生労働省では、引き続

き、賃金不払残業の解消に向

け、監督指導を徹底していく

としています。 

 
求人票と労働条件の食い

違いが減少 
◆４年連続の減少 

厚生労働省の発表による

と、求人企業がハローワーク

に提出する求人票の内容と

実際の労働条件が食い違っ

ている件数が、6,811件（2018

年度）となり、前年度から

20％も減少したそうです。 

◆食い違いの内容 

食い違いの内訳をみると、

多い順から「賃金」「就業時

間」「職種・仕事の内容」と

なっており、産業別では多い

順から「医療・福祉」「卸・

小売り」「製造業」となって

います。 

◆改正職業安定法 2018 年

1月 1日施行 

このように食い違いが減

少している理由のひとつに、

職業安定法の改正（昨年１月

の施行分）があるようです。

監督指導による賃金不払

残業の是正企業数が減少 
全国の労働基準監督署が、

賃金不払残業に関する労働

者からの申告や各種情報に

基づき企業への監督指導を

行った結果、平成 30 年４月

から平成 31 年３月までの期

間に不払いだった割増賃金

が各労働者に支払われたも

ののうち、その支払額が１企

業で合計 100 万円以上とな

った事案を取りまとめまし

た。 

◆平成 30 年度の監督指導に

よる賃金不払残業の是正結

果のポイント 

(1) 是正企業数………………

……………1,768 企業（前年

度比 102 企業の減） 

うち、1,000 万円以上の割

増賃金を支払ったのは、228

企業（前年度比 34 企業の減） 

(2) 対象労働者数……………

……………11 万 8,837 人（同

８万 9,398 人の減） 

(3) 支払われた割増賃金合計

額…………125 億 6,381 万円

（同 320 億 7,814 万円の減） 

いずれも前年度に比べ減

少しています。また、監督指

導の対象となった企業では、

賃金不払残業の解消のため

に様々な取組みが行われて
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